
高砂市上下水道部（高圧・特別高圧）で使用する電力調達契約書（長期継続契約）（案） 

 

 高砂市（以下「発注者」という。）と○○○（以下「受注者」という。）とは、高砂市上

下水道部が所管する浄化センター、米田水源地及びポンプ場（以下「高砂市上下水道部」

という。）の電力供給について、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 受注者は、高砂市上下水道部（高圧・特別高圧）で使用する電力調達（長期継続

契約）仕様書（以下「別紙仕様書」という。）及びこの契約の条項に基づき、高砂市上下

水道部で使用する電力を供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 

（電気方式等） 

第２条 受電電気方式、受電電圧、計量電圧及び標準周波数は、別紙仕様書に定めるとお

りとする。 

（契約電力等） 

第３条 契約電力（契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。）及び使用予定電力量は、

別紙仕様書に定めるとおりとする。 

２ 使用電力量はあくまでも予定量であり、これを上回り、又は下回ることがある。 

３ この契約の締結後、契約電力の変更が必要になったときは、発注者及び受注者は、協

議の上、変更することができる。 

４ 米田水源地の契約電力において、発注者が契約電力を超えて電気を使用した場合には、

契約超過金を支払うものとする。この場合において、契約超過金の金額については、供

給約款等によるものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限り

でない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む）を第

三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あ

らかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 



（守秘義務） 

第５条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たっ

て知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第１０

条に規定する契約期間（以下「契約期間」という。）終了後又はこの契約の解除後におい

ても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所

定の手続により開示するときは、この限りでない。 

（契約金額） 

第６条 契約金額は、次に掲げる各金額（消費税及び地方消費税額を含む。）とする。 

両浄化センター・ポンプ場（１１施設）関係 

（１）基本 料金単価（常時電力）       金       円（１kW当たり） 

（２）電力量料金単価（夏季７月から９月まで） 金       円（１kWh当たり） 

（３）電力量料金単価（夏季以外）       金       円（１kWh当たり） 

米新ポンプ場 

（１）基本料金単価（常時電力）        金       円（１kW当たり） 

（２）基本料金単価（予備電力）        金       円（１kW当たり） 

（３）電力量料金単価（夏季７月から９月まで） 金       円（１kWh当たり） 

（４）電力量料金単価（夏季以外）       金       円（１kWh当たり） 

米田水源地 

（１）基本料金単価（常時電力）        金       円（１kW当たり） 

（２）基本料金単価（予備電力）        金       円（１kW当たり） 

（３）電力量料金単価（夏季７月から９月まで） 金       円（１kWh当たり） 

（４）電力量料金単価（夏季以外）       金       円（１kWh当たり） 

（消費税法の改正に基づく改定） 

第７条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正による消費税率の変更があった場

合における契約金額は、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出するものとする。 

（燃料費調整） 

第８条 電気料金の算定に当たっては、需要場所を電力供給区域に含む一般送配電事業者

の適用する燃料費調整単価による調整を行うものとする。 

（再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金） 

第９条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３



年法律第１０８号）に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める

特定規模需要の標準供給条件によるものとする。 

（契約期間） 

第１０条 契約期間は、令和４年９月の計量日から令和５年９月の計量日前日までとする。 

（契約保証金） 

第１１条 受注者は、高砂市契約規則（平成７年高砂市規則第３号）第３０条に規定する

契約保証金を納めなければならない。ただし、同条各号の規定に該当するときは、契約

保証金の全部又は一部を免除するものとする。 

（供給の方法） 

第１２条 受注者は、高砂市上下水道部で使用する電力を需要に応じて全量供給するもの

とする。 

（電気の安定供給） 

第１３条 受注者は、発注者に対する電力の安定供給に努めなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、電力の供給を中止し、又は発注者に

対し電力の使用を制限し、若しくは中止の申出をすることができる。 

（１）電力の需給上やむを得ない場合 

（２）受注者の電気工作物に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合 

（３）受注者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合 

（４）非常変災の場合 

（５）その他保安上必要がある場合 

２ 一般送配電事業者の送電線を使用して電気託送により供給している場合は、前項各号

の規定に関し当該一般送配電事業者との接続供給契約による安定供給を図らなければな

らない。ただし、当該一般送配電事業者の都合で電気の供給中止又は制限が生じる場合

は、この限りでない。 

３ 第１項の規定による電力の供給中止又は制限を行おうとするときは、受注者は、発注

者に対し事前に連絡し、了解を得るものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、

この限りでない。 

（計量及び検査） 

第１４条 受注者は、毎月計量日の０時から当該月の最終日２４時までの期間に電力量計

に記録された値により計量し、その結果について、発注者に通知しなければならない。 



２ 検針日は、次に定めるところにより実際に計量を行った日又は計量を行ったものとさ

れる日とする。 

（１）計量は、原則毎月計量日に受注者が行う。 

（２）発注者又は受注者の事情により、毎月計量日に計量することができない場合には、

受注者は、その翌日以降に計量する。 

（３）非常変災の場合等やむを得ない事情のあるときは、受注者は、毎月計量日以外の日

に計量する。 

（４）第２号及び前号の場合については、受注者は、毎月計量日に計量したものとみなす。 

（電気料金の計算） 

第１５条 毎月の電気料金の計算方法は、次のとおりとする。この場合において、電力量

料金等には、燃料費調整額を含むものとする。ただし、予備電力料金は、米新ポンプ場

及び米田水源地に限る。 

毎月の電気料金＝常時電力料金（常時基本料金単価 × 契約電力 ×（１．８５－力率／

１００）） 

（消費税及び地方消費税額を含む。） 

         ＋予備電力料金（予備基本料金単価×契約電力） 

                （消費税及び地方消費税額を含む。） 

＋電力量料金等（（電力量料金単価 ± 燃料費調整単価）× 使用電力

量） 

（消費税及び地方消費税額を含む。） 

＋再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（消費税及び地方消費税額を含む。） 

（力率） 

第１６条 力率は、その１月のうち毎日８時から２２時までの時間における平均力率とし、

単位はパーセント（％）とし、小数点以下第１位を四捨五入する。ただし、瞬間力率が

進み力率となる場合には、その瞬間力率は、１００％とする。 

２ 平均力率の算定式は、次のとおりとする。 

平均力率＝有効電力量÷√｛（有効電力量）²＋（無効電力量）²｝×１００ 

（支払方法） 

第１７条 受注者は、検針後速やかに前月分の電気料金の支払を請求するものとし、発注



者は、当該請求に係る請求書が適法であると認めたときは、請求日の翌日から起算して

３０日以内にその電気料金を支払うものとする。なお、受注者から電気料金の請求等に

関する業務を請負った事業者が請求を行う場合は、受注者が発注者に業務の請負に関す

る書面を提出し、承諾を得ること。 

２ 受注者または受注者から電気料金の請求等に関する業務を請負った事業者は、発注者

が前項に規定する期日までに支払を完了することができるよう、その月の検針日の翌日

から原則として８日以内に前項の規定による請求を行うものとする。 

（契約の解除） 

第１８条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１）受注者が天災その他受注者の責めに帰さない理由によらないで、契約期間中にこ

の契約を履行しないとき。 

（２）発注者がこの契約について不正の事実を知ったとき。 

（３）受注者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約が解除されたときは、発注者にその損失の補償を請

求することはできない。 

３ 受注者は、第１項の規定により契約が解除された場合においては、総契約金額（契約

金額に発注予定量を乗じて得た額をいう。以下同じ。）の１００分の１０に相当する額（契

約の一部の履行があったときは、総契約金額から履行部分に対する支払相当額を控除し

て得られた額の１００分の１０に相当する額）を違約金として、発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。この場合において、違約金を上回る損害が発注者にある

ときは、受注者は、その損害額を発注者に賠償しなければならない。 

４ 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって受注者がこの契約に基づく

債務を履行できないときは、その旨を発注者に通知することによりこの契約を解除する

ことができる。 

（損害賠償） 

第１９条 受注者は、前条第３項後段に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。ただし、第２号の規定に該当

する場合において受注者が発注者に賠償する額は、受注者が当該第三者に対して停電に

より通常負うこととなる損害賠償義務の範囲に限るものとする。 



（１）天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電の場合を除き、停電により受

注者が発注者に損害を与えたとき。 

（２）受注者の責めに帰すべき理由により生じた停電により第三者が損害を被った場合

において、発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。 

（契約解除による料金の精算） 

第２０条 発注者が第１９条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者が履

行した部分に相当する金額をもって精算する。 

（談合その他不正行為に対する措置） 

第２１条 第１９条第１項に定めるもののほか、発注者は、受注者がこの契約に関して、

次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受注者に違反行為があったと

して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。

以下「独占禁止法」という。）第４９条第１項に規定する排除措置命令を行い、当該

排除措置命令が確定したとき。ただし、独占禁止法第７７条の規定により、審決の

取消しの訴えが提起されたときを除く。 

（２）公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、独占禁止法第５０条第１項に

規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。ただし、独占禁止法第７

７条の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。 

（３）受注者に違反行為があったとして行った公正取引委員会の審決に対し、受注者が

独占禁止法第７７条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて

請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

（４）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条

第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定に該当し、刑が確定したとき。 

２ 受注者は、前項の規定により発注者が契約を解除したときは、総契約金額の１００分

の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（賠償額の予定等） 

第２２条 受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かを問わず、賠償金として、総契約金額の１００分の２０に相当する額を発注

者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後において



も、同様とする。ただし、同項第１号から第３号までの規定のうち、審決の対象となる

行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員

会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売の場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、総契約金額の１００分の２０

に相当する額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

３ 受注者が前２項に規定する額を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者

は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年２．５パーセント

の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（予算の減額又は削除に伴う解除等） 

第２３条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に

よる長期継続契約とし、発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度

において、この契約に係る歳出予算の減額又は削減があった場合は、この契約を変更し、

又は解除することができる。 

２ 前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受注者に損害が生

じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合に

おける賠償額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 

（定めのない事項等） 

第２４条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈若しくはこの契約の規定事項の

事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、発注者及び受注者が協議の上、

これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

この契約の締結の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各々

その１通を保有する。 

 

 

 

令和 ４ 年   月   日 

 

（発注者） 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 

高砂市 

高砂市上下水道事業管理者  江 谷 恭 一  ㊞ 

 

（受注者） ○○県○○市○○町○○ 

         ○○○株式会社 

         代表取締役  ○ ○ ○ ○         ㊞ 

           


